
 
       
   
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物等の解体・改修工事におけるアスベストの飛散・曝露防止の徹底を図る

ため、令和２年度に石綿障害予防規則及び大気汚染防止法等が改正され、順次

規制が強化されてきました。 

 また、令和８年１月には一部の工作物の解体・改修工事について資格者による

事前調査が義務付けられることから、アスベストに関する法規制について、改め

て確認いただく場として研修会を開催します。 

 

岐阜県 令和６年度 

アスベスト対策に関する研修会 
【令和７年１月２８日（火） オンライン開催】 

 

■ 日時     令和 7年 1月２８日（火） １４時００分 ～ 16時 0０分 
 
■ 開催方法  Web会議 （zoomを使用） 

＊申込後URLとパスコードを E-mailにてお知らせします。 
 
■ 内容     １ 石綿障害予防規則等による石綿規制について 

（厚生労働省岐阜労働局） 

          ２ 大気汚染防止法による石綿規制について 

（岐阜県環境生活部環境管理課） 

          ３ 石綿含有産業廃棄物の適正な取り扱いについて 

（岐阜県環境生活部廃棄物対策課） 
 

■ 対象     建築物等の解体・改修工事請負事業者 等 
 

【申込方法】 
・ 下記（１）（２）いずれかの方法にて E-mailによりお申込みください。 

（１） 別紙「申込用紙」に必要事項を記入し E-mailに添付し送付 

（２） メール本文に下記①～⑦を記入し E-mail送付 

 

 

 
 

・ タイトルは 「アスベスト対策研修会 参加希望」 としてください。 
 

・ 定員になり次第、申込みを締め切らせていただきます。 
 
【申込期限】  令和６年１２月２０日（金） 

 
【問合せ・申込先】 

岐阜県環境生活部環境管理課 大気環境係  

TEL    058-272-8232 

E-mail   c11264@pref.gifu.lg.jp 

 

 

①会社名 ②会社住所 ③参加人数 ④連絡担当者名 

⑤E-mailアドレス    ⑥電話番号 ⑦接続端末（PC）数[上限2台] 

 

 

研修会案内

（県ＨＰ）は 

こちら 

mailto:c11264@pref.gifu.lg.jp


申込期限：令和６年１２月２０日（金） 
 

 

岐阜県環境生活部環境管理課 大気環境係 宛 

Ｅ-mail  c11264@pref.gifu.lg.jp 
  

 

 

申 込 用 紙 

アスベスト対策に関する研修会 

 

会社名  

会社住所  

参加人数            人 

連絡担当者名  

電話番号  

E-mail 

アドレス 

 

 
※当該アドレスに研修会の URL 等をお送りします 

接続端末数 
       

           台 
※上限２台まで 

 

 

mailto:c11264@pref.gifu.lg.jp

